
室

都
市
公
園
課

公
共
交
通
課 課

号

外

一�
平

成
二
十
七
年

四

月
二
十
二
日

分

掌

事

務

花
フ
ェ
ス
タ
記
念
事
業
推
進
室

リ
ニ
ア
推
進
室 室

イ
ベ
ン
ト
第
一
係
、
イ
ベ
ン
ト
第

二
係

リ
ニ
ア
推
進
係
係

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
五
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
三
条
第
二
項
の
表
都
市
公
園
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

花
フ
ェ
ス
タ
記
念
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
に
、
本
庁
課
内
室
と
し
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
室
を
置
き
、
当
該

室
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
当
該
室
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
を
置
く
。

４

前
項
に
規
定
す
る
本
庁
課
内
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

( ) 平成27年４月22日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日



花
フ
ェ
ス
タ
記
念
事
業

推
進
室

リ
ニ
ア
推
進
室

第
二
項
の
表
都
市
公
園
課
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

第
二
項
の
表
公
共
交
通
課
の
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成27年４月22日 ( )２
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